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日頃から下戸田公民館・東部福祉センターをご利用いただきありがとうご

ざいます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために不要不急の外出を控える

状況が続いている中、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。コロナと共存す

る生活様式は不便さも多々ありますが、皆で感染防止対策に引き続き協力し

ていきましょう！ 

 

 

 

 

9 月開催講座 

〈申込方法〉市ホームページの申込フォーム・電子メール・電話・FAX・窓口のいずれか 

※状況により予定変更となる場合がありますので、市ホームページや館内掲示などで、最新の情報をご確認ください。 

〝 であい・ふれあい・まなびあい 〟 

 

テーマ とき 内容 対象・定員 費用 申込期日 

スマホ・パソコン質問コ

ーナー 

8/14、9/11 

毎月第２土曜日 

13:００～16:００ 

パソコン・スマートフ

ォン・タブレットなど

IT 関係のお困り事を気

軽に相談できます。 

市内在住・在

勤・在学者 
無料 

当日随時受付 

※混雑状況により対応可

能な人数で受付を終了す

る場合があります 

絵本の読み聞かせ広場 

8/24、9/28 

火曜日 

１０:３０～11:30 

絵本の読み聞かせ・紙

芝居等（途中入退場可） 

幼児・小学生・

保護者 
無料 当日随時受付 

【市民大学認定講座】 

ストレッチ・リズム体操 

9/21、28、10/5、

12、19 

毎火曜日 全５回 

13：30～15：00       

ストレッチ・リズム体

操で健康の増進を図る 

市内在住・在

勤・在学者 

25 人 

250 円 

（保険代） 

8/12(木) 

10：00～17：15 

翌日以降  

8：30～17：15 

【市民大学認定講座】 

PowerPoint 入門講座 

9/24（金） 

19：00～20：30 

PowerPoint を使って

プレゼンテーション資

料作成の基礎を学ぶ 

市内在住・在

勤・在学者 

10 人 

1,100 円 

（教材費） 

8/19(木) 

10：00～17：15 

翌日以降  

8：30～17：15 

親子で３B 体操＆家庭教

育講座 

9/28、10/5、12 

毎火曜日 全３回 

10：00～11：30 

ボール･ベル･ベルター

を使用して親子で体操

し、親同士の交流も図

る、家庭教育講座１回

付 

市内の２歳～

４歳児の親子 

10 組 

400 円 

（教材費・保

険代） 

8/26(木) 

10：00～17：15 

翌日以降 

8：30～17：15 



東部福祉センターからのお知らせ 

★戸田市からのお願い★ 

 

 

 

 

◎8 月からの貸室再開について 

東部福祉センターは、新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場となり、5 月～7 月の貸室 

(2 階～4 階)を休止していましたが、8 月 1 日(日)から貸室を再開します。 

ただし、皆様に新型コロナウイルス感染防止対策を十分に講じていただいたうえで、8 月 22 日

(日)までは、開館時間等を制限しての開館となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力の

ほどお願いします。 

•開館時間 午前 8 時 30 分～午後８時 

•貸室利用時間 午前 9 時～午後７時 30 分(体育室は午後７時まで) 

※８月２４日(火)以降については、決まり次第市ホームページや館内掲示などでお知らせします。 

※８月２３日(月)は休館日です。 

 

◎１１月分の貸室抽選予約について 

抽選予約申込期間  ８月 1 日(日)～15 日(日) 

抽選結果公開日時  ８月１６日(月)午前 9 時 

 

◎１１月分の空き室先着順予約について 

 先着順予約開始日時  ８月１６日(月)午前 9 時～ 

※抽選予約結果公開後、利用日前日の午後 3 時まで、先着順に予約ができます。  

◎公共施設予約システム利用者登録の更新 

 公共施設予約システム利用者登録の有効期間は 3 年間です。有効期限の日が属する月の最初の日か

ら更新手続きできます。更新手続きを行わないと、予約ができなくなります。 

例 有効期限 2021 年８月 31 日(火) → ８月 1 日(日)から更新手続可能 

 更新手続きに必要な持ち物は、利用者カード及び本人確認書類です。代理の場合には委任状等が必

要となりますので、事前にお問い合わせください。 

※団体の代表者を変更する場合は新しい代表者が手続きをおこなってください。 

 

【８月の休館日】 ２３日(月)、３０日(月) 
 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大が続いております。皆様にはマスクの着用や

手洗い、不要不急の外出自粛、３つの密を避けた行動など、感染防止対策の徹底

をお願いいたします。また、厚生労働省の「新型コロナウイルス接触確認アプリ

（COCOA）」及び埼玉県の「LINE コロナお知らせシステム」を活用し感染防止

対策をしっかり行ってくださいますよう、よろしくお願いいたします。 


